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紙面上では市外局番03の表記を省略しています。

No.1608　平成26年（2014年）12月15日

空間放射線量測定器の貸し出し（予約不要）・持ち込み食品等の放射性物質検査（要予約☎5654－8579）を行っています。
詳しくは区ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。　【担当課】　放射線対策担当課　☎5654‐8588

区民相談室（区役所2階209番）　☎5654-8612～5
1／1（木・祝）、2（金）、12（月・祝）の相談はありません。

区民相談	 1 月分
相談に関する資料があればお持ちください。

法 律 相 談
１/５・１９㈪　午後１時30分～ ５時 金町地区センター

相談日の２週間
前の同一曜日・
午前９時から電話
予約。
☎５6５4－８6１２
☎５6５4－８6１3
☎５6５4－８6１4
☎５6５4－８6１５

１/２6㈪　午後１時30分～ ５時 新小岩北地区センター
水・金曜　午後１～ ５時

区民相談室

不動産取引相談 １/１3・２７㈫　午後１～ 4時
登記・測量相談 １/１５㈭　午後１～ 4時
遺言書・遺産分割協
議書の書き方相談 １/6・２0㈫　午後１～ 4時

税金と経理相談 水曜　午前１0時～午後4時
人権身の上相談 １/6㈫　午前１0時～午後3時

区民相談室

予約は必要あり
ません。直接お
いでください。

☎５6５4－８6１２～５

【交通事故相談】
☎５6５4‐８6１6

行 政 相 談 １/１５㈭　午後１～ 4時
建 築 相 談 １/１6㈮　午後１～ 4時
年金・社会保険・
労働問題相談 １/８㈭　午後１～4時

青 少 年 の
生 活 相 談

１/２6㈪　午前１0時～午後4時

１/５・１９㈪　午後１～ 4時
住宅修繕相談

月～金曜　午前９時～午後５時区政・一般相談
交通事故相談
福祉サービス
苦 情 調 整

金曜　午後１時30分～3時30分
訪問相談や日時変更も相談に応じます。

２階福祉総合窓口相談室（前日までに
福祉管理課☎５6５4‐８２43へ電話予約）

精神保健相談 精神科医が相談に応じます。 保健センター（７面上欄参照）
（要電話予約）

医療に関する
相 談 月～金曜　午前９時～正午、午後１～4時 患者相談窓口（電話相談のみ）

☎360２‐１２２6（専用）

５５歳以上の就業
相談・あっせん 月～金曜　午前９時～午後4時 ワークスかつしか（シニア活動支援セ

ンター内）  ☎36９２‐3１８１

消費生活相談 月～金曜、土曜電話相談１/１７㈯　
午前９時～午後4時30分

消費生活センター（ウィメンズパル内）
☎５6９８－２3１１

内 職 相 談 火・木曜　午前１0時～午後4時
しごと発見プラザかつしか（テクノプラ
ザかつしか内）  ☎５6８0‐８７6５就 職 相 談

あ っ せ ん
月～金曜　午前１0時～午後７時
第１・3土曜午前１0時～午後５時（要予約）

中小企業経営相談・
出前アドバイザー 月～金曜　午前１0時～午後５時

産業経済課（テクノプラザかつしか内）
（要電話予約）  ☎3８3８‐５５５6

下 請 相 談 月・火曜　午前１0時～午後５時
事業所への巡回もします。

手 話 相 談
月～金曜　午前９時～午後５時 障害福祉課（区役所２階２0１番）

ＦＡＸ５6９８‐１５3１
火～土曜　午前１0時～午後５時

自立生活支援センター（ウェルピアかつ
しか内） ☎５6９８‐１3１５ ＦＡＸ５6９８‐１34９ピアカウンセ

リング相談
予約が必要です。詳しくは、自立生活
支援センターにお問い合わせください。

教 育 相 談 月～金曜・１/１７㈯
午前９時～午後５時

総合教育センター教育相談担当
（来所は要電話予約）　☎５66８‐７603いじめ相談

子
ど
も
の
相
談

総 合 月～土曜　午前８時30分～午後５時 ☎360２‐１3８6

子ども
総合センター

虐 待 毎日２4時間受け付け ☎360２‐１3８９（専用）
発 達 月～金曜　午前８時30分～午後５時 ☎360２‐１3８８
妊娠・出産どう
しようコール 月～金曜　午前８時30分～午後５時 ☎360２‐１3９１（専用）

女性に対する
暴 力 相 談 月・木曜　午前１0時～午後５時

男女平等推進センター（要電話予約）
☎５6９８‐２２１１法 律 相 談

（女性対象）火曜　午後１時30分～ 4時30分

悩みごと相談
（女性対象）

月・火・木・金曜　午前１0時～午後５時
水曜　午後１～８時（午後５時以降は電
話相談のみ・男性からの相談も可）

男女平等推進センター（要電話予約）
☎５6９８‐２２１3

外 国 人 生 活 相 談
ForeignResident's
A d v i s o r y D e s k
外国人生活咨詢室

１/５㈪・１3㈫・１９・２6㈪午後0時30分～4時30分
１/５（Mon）・１3（Tue）・１９・２6（Mon）0：30pm～4：30pm
１月５日（星期一）・１3日（星期二）・１９日・２6日（星期一）
中午１２時30分、至下午4時30分

区民相談室
Katsushika City Office
葛飾区役所内

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例
給付金の申請を受け付けています

　お済みでない方は早めに申請してください。
【申請期限】　平成27年１月７日（水）まで
【申請方法】　　
　支給対象者に該当すると思われる方へ申請書を送付しています。申請書に
同封の返信用封筒（切手不要）で、郵送により申請してください。
　下記窓口でも受け付けます。

▽臨時福祉給付金
　区役所4階402番　臨時福祉給付金室　☎５６５4－８６2１

▽子育て世帯臨時特例給付金
　区役所4階40１番　子育て支援課児童手当係　☎５６５4－８2９4
いずれも午前８時30分～午後５時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

【支給時期】
　申請受付後、書類不備などがなければ１～２カ月程度で指定の口座へ振り
込みます。

□臨時福祉給付金
【支給対象者】
　平成2６年１月１日に、葛飾区に住民登録があり、平成2６年度の住民税（特別
区民税均等割）が非課税の方（平成2６年度の住民税が課税の方に扶養されてい
る場合や生活保護を受給している場合は対象になりません）

【支給額】　1人当たり１0,000円
　支給対象者で老齢基礎年金、児童扶養手当などを受給している方は５,000円
を加算

【担当課】　臨時福祉給付金室

□子育て世帯臨時特例給付金
【支給対象者】　平成2６年１月１日に、葛飾区に住民登録があり、次のいずれ
の要件も満たす方

▽平成2６年１月分の児童手当・特例給付を受給

▽平成2５年の所得が児童手当の所得制限限度額未満

【対象児童】
　支給対象者の平成2６年１月分の児童手当・特例給付の対象となる児童（臨時
福祉給付金の対象児童や生活保護を受給している場合は対象になりません）

【支給額】　対象児童1人当たり１0,000円
【担当課】　子育て支援課

◎区内在住の公務員の方の申請先
　子育て世帯臨時特例給付金の支給対象に該当すると思われる場合は、勤務
先から関係書類が配布されます。

【申請先】　〒１24-８５５５葛飾区役所子育て支援課児童手当係（給付金）

　給付金の支給に当たり、口座の暗証番号をお尋ねしたり、ＡＴＭの操作を
お願いすることは絶対にありません。

支給対象者の要件など

食品等の
放射性物質検査の結果

　11月の検査結果は下表の通り
です。
　詳しい検査結果は、区ホーム
ページ、区政情報コーナー（区
役所３階３04番）、区民事務所でご
覧になれます。

品名
採取
・
購入
場所

自家消費
・

流通品

放射性
セシウ
ム検出

ミカン 区内 自家消費 無

白米 区内 自家消費 無

白米 群馬県 自家消費 無

【担当課】　放射線対策担当課
☎ 5654－8588

空間放射線量の定点測定結果
【測定日】　12月5日㈮

測定場所 所在地 測定結果
青戸平和公園 青戸4-23-１ 0.0５
中道公園 西亀有１-3-１ 0.0５
亀有公園 亀有５-3６-１ 0.0５
水元中央公園 水元１-23-１ 0.0６
東金町運動場多目的広場 東金町８-27-１ 0.14 
金町二丁目ときわ公園 金町2-１６-4 0.12 
高砂北公園 高砂4-3-１ 0.06 
奥四あおぞら公園 奥戸4-20-4 0.07 
新小岩公園 西新小岩１-１-3 0.09 
東立石緑地公園 東立石4-６-１0 0.12 
本田公園 立石3-4-１3 0.07 

【単位】　マイクロシーベルト／時
【測定方法】　地上 1ｍの地点で、10 秒毎に５回
測定した値の平均
【測定箇所の土質】　東立石緑地公園は芝生で、
その他は校庭や園庭と同じダスト舗装です。
【測定機器】　シンチレーション式サーベイメー
ター　（ALOKA社　TCS-172B）
【担当課】　環境課　☎ 5654－82３6

国民健康保険に加入している 70 歳未満の方へ
　平成 27 年１月１日から 70 歳未満の方の自己負担限度額が、５区分に
なります（下表参照）。
　有効期限が平成 2６ 年 １2 月 3１ 日までの「限度額適用認定証」をお持ち
の方には、平成 27 年１月１日から使用できる新しい適用区分の「限度額
適用認定証」を １2 月中にお送りします。更新の手続きは必要ありません。

【担当課】　国保年金課　☎ ５６５４－８2１2

  所得区分 自己負担限度額　（月額） 新しい
適用区分

上
位
所
得
者

所得９0１万円超
および未申告（※１）

2５2,６00円＋（医療費総額－８42,000円）
×１％
（１40,１00円）（※2）

ア

所得６00 ～ ９0１万円以下
（※１）

１６7,400円＋（医療費総額－５５８,000円）
×１％
（９3,000円）（※2）

イ

一
般

所得2１0 ～ ６00万円以下
（※1）

８0,１00円＋（医療費総額－2６7,000円)
×１％
（44,400円）（※2）

ウ

所得2１0万円以下
（※１）

５7,６00円
（44,400円）（※2） エ

住民税非課税
（※3）

3５,400円
（24,６00円）（※2） オ

（※ 1）国民健康保険被保険者全員（国保加入者ではない世帯主を除く）
　　　 の前年の総所得金額などから基礎控除額（33 万円）を差し引い
　　　 た金額（扶養控除・配偶者控除・生命保険料控除などを除く）（旧
　　　 ただし書き所得）
（※ 2）括弧内は、同じ世帯が １2 カ月間に 4回以上高額療養費の支給を
　　　 受けるときの4回目からの限度額。
（※3）世帯主（国保加入者ではない世帯主を含む）と国民健康保険被保
　　　 険者全員が住民税非課税の世帯。

振り込め詐欺にご注意ください


